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令和５年第５回八雲町議会定例会会議録 

令和５年８月９日 

 

 

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議案第 １ 号 工事請負契約の締結について 

日程第 ４  議案第 ２ 号 令和５年度八雲町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

○出席議員（１３名） 

１番 赤 井 睦 美  君        ２番 佐 藤 智 子 君 

３番 横 田 喜世志 君       ４番 大久保 建 一 君 

６番 宮 本 雅 晴 君        ７番 倉 地 清 子 君 

８番 三 澤 公 雄 君        ９番 牧 野   仁 君 

１０番 安 藤 辰 行 君       １１番 斎 藤   實 君 

１２番 能登谷 正 人 君 

副議長 １３番 黒 島 竹 満 君   議 長 １４番 千 葉   隆 君 

 

 

○欠席議員（１名） 

５番 関 口 正 博 君 
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○出席説明員 

 

 

○出席事務局職員 

 
 

  

町     長 岩 村 克 詔 君  副  町  長 成 田 耕 治 君 

総 務 課 長 

併選挙管理委員会事務局長 
竹 内 友 身 君  政策推進課長 川 口 拓 也 君 

   財 務 課 長 川 崎 芳 則 君 

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 
阿 部 雄 一 君  

建 設 課 長 

兼公園緑地推進室長 
藤 田 好 彦 君 

教 育 長 土 井 寿 彦 君  
学 校 教 育 課 長 

兼学校給食センター長 
三 坂 亮 司 君 

社会教育課長 

兼 図 書 館 長 

郷土資料館長 

町史編さん室長 

佐 藤 真理子 君  体 育 課 長 伊 藤   勝 君 

監 査 委 員 千 田 浩 文 君    

総合病院事務長 竹 内 伸 大 君  総合病院庶務課長 長谷川 信 義 君 

総合病院地域医療連携課長 佐々木 裕 一 君    

消 防 長 堤 口   信 君    

事 務 局 長 

併監査委員事務局長 
三 澤   聡 君  

併議会事務局次長 

監査委員事務局次長 
成 田 真 介 君 

庶 務 係 長 

併監査委員事務局監査係 
菊 地 恵梨花 君    
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〔開議 午前１０時００分〕 

 

◎ 開会・開議宣告 

○議長（千葉 隆君） 本日をもって、第５回臨時会が招集されました。 

 出席、ご苦労様です。 

 ただいまの出席議員は 13名です。 

 よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。 

 これより令和５年８月９日招集、八雲町議会第５回臨時会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（千葉 隆君） 日程に入る前に、議長より諸般の報告をいたします。 

 監査委員から、６月分の例月現金出納検査の報告書の提出がございました。 

 報告書の提出通知は、お手元に配付のとおりであります。 

 詳しいことにつきましては、事務局に保管してあります関係書類を、必要に応じ、ご覧

いただきたいと存じます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（千葉 隆君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、宮本雅晴君と能登谷正人君を指名いたします。 

 

◎ 日程第２ 会期の決定 

○議長（千葉 隆君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期を、本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（千葉 隆君） これより、局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（三澤 聡君） ご報告いたします。 

 本臨時会に対し、町長から提出された案件は、既に配付しております議案２件でござい

ます。 

 これら議案等説明のため、町長、教育委員会教育長、監査委員及び、あらかじめ委任又

は、嘱託を受けた説明員の出席を求めております。 

 本日の会議に、関口正博議員、欠席する旨の届け出がございます。 
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 以上でございます。 

 

◎ 日程第３ 議案第１号 

○議長（千葉 隆君） 日程第３、議案第１号、工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。 

 提出者の説明を求めます。 

○建設課長（藤田好彦君） 議長、建設課長。 

○議長（千葉 隆君） 建設課長。 

○建設課長（藤田好彦君） 議案第１号、工事請負契約の締結について、ご説明いたしま

す。 

 議案書１ページをご覧願います。 

 本件は、八雲町公営住宅等長寿命化計画に基づき実施されている、出雲町Ｄ団地公営住

宅の解体工事 について、７月 27 日に入札を執行し、落札した業者との請負契約の締結に

あたり、地方自治法第 96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 

 １、工事の種類は、出雲町Ｄ団地公営住宅解体工事第３工区で、工事内容は、コンクリ

ートブロック造２階建て、１棟６戸が２棟、コンクリートブロック造２階建て、１棟４戸

が２棟の、計４棟 20戸の建物、付属物置、外構舗装、アスベスト除去などの解体一式を実

施する工事となっております。 

 ２、契約の方法は、地域限定型一般競争入札により、７月 27 日に執行したもので、３、

契約の金額は、５千 208万５千円で、４、契約の相手方は、二海郡八雲町栄町 13番地の２、

東陽建設株式会社、代表取締役社長、三上忠彦氏であります。 

 ５、工事代金の支払方法は、契約の定めるところによるもので、６、契約の締結の時期

は、令和５年８月中で、本定例会において、議決をいただいたのちといたし、工期につき

ましては、契約日より令和５年 12月 15日までであります。 

 以上で、議案第１号、工事請負契約の締結についての説明といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（千葉 隆君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） 討論なしと認めます。 

 これより直ちに本案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 



- 5 - 

 

○議長（千葉 隆君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

◎ 日程第４ 議案第２号 

○議長（千葉 隆君） 日程第４、議案第２号、令和５年度八雲町一般会計補正予算第４

号を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

○財務課長（川崎芳則君） 議長、財務課長。 

○議長（千葉 隆君） 財務課長。 

○財務課長（川崎芳則君） 議案第２号、令和５年度八雲町一般会計補正予算第４号につ

いて、ご説明いたします。 

 議案書２ページをお願いいたします。 

 このたびの補正は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれに 480 万７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を 164億 5,523万６千円にしようとするものであります。 

 それでは、事項別明細書により、歳出からご説明いたします。 

 議案書６ページ下段をお願いいたします。 

 10 款、教育費、３項、中学校費、１目、学校管理費 480 万７千円の追加は、八雲中学校

給水管更新事業であります。 

 本事業は、八雲中学校において昭和 55年に布設した給水管の漏水が判明し、既に発注し

ている八雲中学校大規模改修事業外構工事の施工に併せて給水管の更新を行うため、工事

請負費を追加しようとするものであり、補正する歳出の合計は、同額の 480 万 7 千円の追

加であります。 

 続いて、歳入であります。 

 同じく、議案書６ページ上段をお願いいたします。 

 20 款、１項、１目、繰越金 480 万 7 千円の追加は、前年度繰越金で、歳出に対応した計

上であり、補正する歳入の合計は、歳出と同額であります。 

 以上で、議案第２号、令和５年度八雲町一般会計補正予算第４号の説明といたします。

よろしくお願いいたします。 

○議長（千葉 隆君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） 討論なしと認めます。 

 これより、直ちに本案を採決いたします。 
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 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（千葉 隆君） これをもちまして、本臨時会に付議された案件は、すべて議了い

たしました。 

 よって、令和５年第５回八雲町議会臨時会を閉会いたします。 

 

 

〔閉会 午前１０時１０分〕 

 

 


